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大田市規則第３号 

大田市下水道事業の財務に関する特例を定める規則及び大田市

公共下水道使用料等のコンビニエンスストア等収納事務委託に

関する規則の一部を改正する規則 

（大田市下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正） 

第１条 大田市下水道事業の財務に関する特例を定める規則（令和２

年大田市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第９２条中「第２１条の１４」を「第２１条の１３」に改める。 

第９３条中「第２１条の１５」を「第２１条の１４」に改める。 

（大田市公共下水道使用料等のコンビニエンスストア等収納事務委

託に関する規則の一部改正） 

第２条 大田市公共下水道使用料等のコンビニエンスストア等収納事

務委託に関する規則（令和２年大田市規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３

条の２」を「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３

条の２において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２第１項」に改め、「及び地方公営企業法施行令（昭和

２７年政令第４０３号）第２６条の４」を削る。 



附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


